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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第５区分
【発行日】令和1年8月8日(2019.8.8)

【公開番号】特開2019-65452(P2019-65452A)
【公開日】平成31年4月25日(2019.4.25)
【年通号数】公開・登録公報2019-016
【出願番号】特願2018-223751(P2018-223751)
【国際特許分類】
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   Ｄ０４Ｈ   1/46     (2012.01)
   Ｄ０６Ｍ  11/05     (2006.01)
   Ｄ０１Ｆ   2/00     (2006.01)
   Ｃ０８Ｂ  11/12     (2006.01)
   Ｃ０８Ｂ  11/10     (2006.01)
   Ａ０１Ｐ   3/00     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  59/16     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  33/12     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/02     (2006.01)
   Ａ０１Ｎ  25/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｄ０４Ｈ    1/425    　　　　
   Ｄ０４Ｈ    1/46     　　　　
   Ｄ０６Ｍ   11/05     　　　　
   Ｄ０１Ｆ    2/00     　　　Ｚ
   Ｃ０８Ｂ   11/12     　　　　
   Ｃ０８Ｂ   11/10     　　　　
   Ａ０１Ｐ    3/00     　　　　
   Ａ０１Ｎ   59/16     　　　Ａ
   Ａ０１Ｎ   33/12     １０１　
   Ａ０１Ｎ   25/02     　　　　
   Ａ０１Ｎ   25/34     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】令和1年6月27日(2019.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第４級アンモニウム界面活性剤を含み、幅方向において測定されるｃｍ当たり少なくと
も３Ｎの引張強度を有し、ニードル処理されてウェブを形成する前に７重量％～２０重量
％の水分含有量を有するニードル処理繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項２】
　１２重量％～１５重量％の水分含有量を有する、請求項１に記載のニードル処理繊維の
化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項３】
　１５重量％の水分含有量を有する、請求項１に記載のニードル処理繊維の化学修飾セル
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ロース系ウェブ。
【請求項４】
　前記繊維は、９９重量％未満の水混和性有機溶媒を含む洗浄組成物を用いる最終洗浄工
程を含む化学修飾プロセスから得られる、請求項１～３のいずれかに記載のニードル処理
繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項５】
　カード処理およびニードル処理によって加工され、３Ｎ／ｃｍ～２５Ｎ／ｃｍの引張強
度を有する、請求項１～４のいずれかに記載のニードル処理繊維の化学修飾セルロース系
ウェブ。
【請求項６】
　８０～１２０ｇｓｍの間の坪量を有する、請求項５に記載のニードル処理繊維の化学修
飾セルロース系ウェブ。
【請求項７】
　７Ｎ／ｃｍ～２５Ｎ／ｃｍの引張強度を有する、請求項５または６に記載のニードル処
理繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項８】
　１０Ｎ／ｃｍ～２５Ｎ／ｃｍの引張強度を有する、請求項５～７のいずれかに記載のニ
ードル処理繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項９】
　第４級アンモニウム界面活性剤が塩化ベンゼトニウムである、請求項１～８のいずれか
に記載のニードル処理繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項１０】
　第４級アンモニウム界面活性剤が約０．１３５重量％存在する、請求項１～９のいずれ
かに記載のニードル処理繊維の化学修飾セルロース系ウェブ。
【請求項１１】
　（ｉ）少なくとも７％の水分含有量を有する化学修飾セルロース系繊維を得る工程、こ
こで、前記化学修飾セルロース系繊維は、前記化学修飾セルロース系繊維に９９重量％未
満の有機溶媒を含む組成物による最終洗浄を施す化学修飾プロセスにより得られ、該最終
洗浄は第４級アンモニウム界面活性剤を含む；および
（ｉｉ）前記化学修飾セルロース系繊維をカード処理およびニードル処理して化学修飾セ
ルロース系繊維の不織布ウェブを形成する工程
を含む、化学修飾セルロース系繊維の不織布ウェブを製造する方法。
【請求項１２】
　前記組成物は９５重量％未満の水混和性有機溶媒を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　洗浄工程後に、前記化学修飾セルロース系繊維を少なくとも７％の水分含有量まで乾燥
する、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記化学修飾セルロース系繊維は、化学修飾セルロース系繊維を少なくとも４０％の相
対湿度を有する空気中において調湿して化学修飾セルロース系繊維の水分含有量を少なく
とも７％まで増加させることによって得られる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記相対湿度は４５％～８５％である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記相対湿度は５０％～６５％である、請求項１４または１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記化学修飾セルロース系繊維は１１重量％～１８重量％の水分含有量を有する、請求
項１１～１６のいずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　前記化学修飾セルロース系繊維は１２重量％～１５重量％の水分含有量を有する、請求



(3) JP 2019-65452 A5 2019.8.8

項１１～１７のいずれかに記載の方法。
【請求項１９】
　前記化学修飾セルロース系繊維は１４重量％～１５重量％の水分含有量を有する、請求
項１１～１８のいずれかに記載の方法。
【請求項２０】
　第４級アンモニウム界面活性剤が塩化ベンゼトニウムである、請求項１１～１９のいず
れかに記載の方法。
【請求項２１】
　（ｉ）セルロース系繊維またはフィラメントを得て、置換によってセルロースを化学修
飾してその吸収性を高める工程；
（ｉｉ）水および９９重量％未満の水混和性有機溶媒を含む最終洗浄組成物を用いて化学
修飾繊維を洗浄する工程、ここで、該最終洗浄組成物は第４級アンモニウム界面活性剤を
含む；および
（ｉｉｉ）制御雰囲気中において化学修飾繊維を少なくとも７重量％の水分含有量まで乾
燥する工程
を含む、化学修飾セルロース系繊維の不織布ウェブを製造する方法。
【請求項２２】
　前記最終洗浄組成物は９５重量％未満の有機溶媒を含む、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記方法は化学修飾繊維をウェブにニードル処理して創傷被覆材を形成する更なる工程
を含む、請求項２１または２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記方法は、創傷被覆材を殺菌および制御環境において維持する袋中において、創傷被
覆材を密封し、殺菌する更なる工程を含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記化学修飾繊維は１１重量％～１８重量％の水分含有量を有する、請求項２１～２４
のいずれかに記載の方法。
【請求項２６】
　前記化学修飾繊維は１２重量％～１５重量％の水分含有量を有する、請求項２１～２５
のいずれかに記載の方法。
【請求項２７】
　前記化学修飾繊維は１４重量％～１５重量％の水分含有量を有する、請求項２１～２６
のいずれかに記載の方法。
【請求項２８】
　第４級アンモニウム界面活性剤が塩化ベンゼトニウムである、請求項２１～２７のいず
れかに記載の方法。
【請求項２９】
　（ｉ）セルロース系繊維またはフィラメントを得て、置換によってセルロース系繊維ま
たはフィラメントを化学修飾してその吸収性を高める工程；
（ｉｉ）工程（ｉ）後の化学修飾繊維またはフィラメントを、水および９９重量％未満の
水混和性有機溶媒を含む最終洗浄混合物において洗浄する工程、ここで、該最終洗浄混合
物は第４級アンモニウム界面活性剤を含む；
（ｉｉｉ）前記化学修飾繊維またはフィラメントを少なくとも７重量％の水分含有量まで
乾燥する工程
を含む方法によって得られる、少なくとも７重量％の水分含有量を有する化学修飾セルロ
ース系繊維またはフィラメント。
【請求項３０】
　前記最終洗浄混合物は９５重量％未満の有機溶媒を含む、請求項２９に記載の化学修飾
セルロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３１】
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　前記方法は、前記化学修飾繊維またはフィラメントをカード処理およびニードル処理し
て創傷被覆材を形成する更なる工程を含む、請求項２９または３０に記載の化学修飾セル
ロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３２】
　前記方法は、殺菌環境において創傷被覆材の水分含有量を維持する袋において、創傷被
覆材を密封し殺菌する更なる工程を含む、請求項３１に記載の化学修飾セルロース系繊維
またはフィラメント。
【請求項３３】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１１重量％～１８重量％の水分含有量を有する
、請求項２９～３２のいずれかに記載の化学修飾セルロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３４】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１２重量％～１５重量％の水分含有量を有する
、請求項２９～３３のいずれかに記載の化学修飾セルロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３５】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１４重量％～１５重量％の水分含有量を有する
、請求項２９～３４のいずれかに記載の化学修飾セルロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３６】
　第４級アンモニウム界面活性剤が塩化ベンゼトニウムである、請求項２９～３５のいず
れかに記載の化学修飾セルロース系繊維またはフィラメント。
【請求項３７】
　（ｉ）セルロース系繊維またはフィラメントを得て、置換によってセルロース系繊維ま
たはフィラメントを化学修飾してその吸収性を高める工程；
（ｉｉ）９９重量％未満の有機溶媒を含む最終洗浄組成物を用いて前記化学修飾繊維また
はフィラメントを洗浄する工程、ここで、該最終洗浄組成物は第４級アンモニウム界面活
性剤を含む；および
（ｉｉｉ）前記化学修飾繊維またはフィラメントを、少なくとも４０％の相対湿度を有す
る雰囲気において調湿して繊維の水分含有量を少なくとも７％まで高める工程
を含む、化学修飾セルロース系繊維の不織布ウェブを製造する方法。
【請求項３８】
　前記最終洗浄組成物は９５重量％未満の有機溶媒を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記調湿は４５％～８５％の相対湿度を有する空気における、請求項３７または３８に
記載の方法。
【請求項４０】
　相対湿度は５０％～６５％である、請求項３７～３９のいずれかに記載の方法。
【請求項４１】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１１重量％～１８重量％の水分含有量を有する
、請求項３７～４０のいずれかに記載の方法。
【請求項４２】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１２重量％～１５重量％の水分含有量を有する
、請求項３７～４１のいずれかに記載の方法。
【請求項４３】
　前記化学修飾繊維またはフィラメントは１４重量％～１５重量％の水分含有量を有する
、請求項３７～４２のいずれかに記載の方法。
【請求項４４】
　前記方法は、化学修飾繊維またはフィラメントをカード処理およびニードル処理して創
傷被覆材を形成する更なる工程を含む、請求項３７～４３のいずれかに記載の方法。
【請求項４５】
　前記方法は、殺菌環境において創傷被覆材の水分含有量を維持する袋において、被覆材
を密封し殺菌する更なる工程を含む、請求項４４に記載の方法。
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【請求項４６】
　第４級アンモニウム界面活性剤が塩化ベンゼトニウムである、請求項３７～４５のいず
れかに記載の方法。
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